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計画名区分

第二期甲府市総合戦略

総合政策関連 甲府市人口ビジョン

甲府市SDGｓ推進ビジョン

甲府市リニア活用基本構想

まちづくり関連

甲府市公共施設等総合管理計画

第３次甲府市観光振興基本計画観光関連

健康都市こうふ基本構想

福祉関連

高齢者いきいき甲府プラン

甲府市地球温暖化対策実行計画

環境関連

第三次甲府市環境基本計画

山梨県地域公共交通計画県の関連計画

 

 

 

計画策定の背景及び目的 
 

本市の地域公共交通は、基幹的な輸送を担う鉄道と、その鉄道を補完する路線バス、タクシー等が相互に連携

し、通勤、通学、通院をはじめとした市民の日常生活を支える社会基盤として重要な役割を担っています。  

コロナ禍を経ての市民ライフスタイルの変化をはじめ、 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改  

正、運転士不足、収益機会の喪失等、地域公共交通を 

取り巻く環境が大きく変化していることから、地域公共  

交通ネットワークの持続化を図るため、上位・関連計画  

との整合・連携を図る中で、甲府市地域公共交通計画  

を策定します。 
 

【計画区域】  甲府市全域 
 

【計画期間】  ５年間（２０２４年度～２０２８年度） 

 

 
 

地域公共交通を取り巻く課題等 
 

本市と地域公共交通の現況や各種調査（市民アンケート調査、バス事業者ヒアリング調査）の結果等を踏まえ、

本市の地域公共交通を取り巻く課題を明らかにします。 

 １ 地域公共交通以外の分野との連携の視点  

 課題 1 地域公共交通ネットワークのサービス内容の維持   

立地適正化計画に位置付けたエリアへの居住誘導を図りながら、地域公共交通の利用者を維持・確保するため、

路線バスのサービス内容を維持するための取り組みを講じていくことが課題となります。 

 課題２ 市街地の外延化と高齢化率の高まり  

地域公共交通のサービスレベルが低い地域を中心に、福祉関連と連携しながら、移動手段に困る方の買い物や

通院等の日常生活を支える移動手段を確保していくことが課題となります。 

 課題３ 観光客の取り込み  

観光客の市内滞在時間の延伸をはじめ、地域公共交通の収益力の改善を図るため、観光関連と連携しながら、

インバウンドや国内観光客にとっての地域公共交通の二次交通化を促進していくことが課題となります。 

 課題４ 運転士不足の顕在化  

路線バスをはじめとする地域公共交通の運行継続を行っていくため、産業関連とも連携しながら、地域公共交

通の事業者が実施する運転士の雇用の取り組みを支援していくこと等が課題となります。 

 課題５ リニア開業後のリニア利用者の移動のあり方   

リニア関連とも連携しながら、（仮称）リニア山梨県駅と本市を含むリニア利用圏域とのアクセス性を向上させる

ための移動手段のあり方を検討していくことが課題となります。 

 ２ 地域公共交通分野の固有の視点  

 課題６ 公共交通空白地域の存在や環境の変化に柔軟に対応する移動手段  

公共交通空白地域から路線バス停留所や商業・医療施設等への移動手段を確保していくことが課題となります。 

 3 地域公共交通の持続化を図るための視点   

 課題７ 外出頻度・生産年齢人口の減少や高齢化率の高まりによる地域公共交通利用者数の減少  

地域公共交通を維持していくためには、年少の頃から地域公共交通が身近なものとして理解される取り組みを

はじめ、自動車から地域公共交通への転換の促進や利用頻度を高める取り組みを講じていくことが課題となりま

す。 

計画の基本理念と基本方針 

課題解決に向けた取組を行う上で、基本理念・基本方針を定め、将来にわたり誰もが暮らしやすい地域公共交

通の実現を目指します。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標とする地域公共交通ネットワーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

みんなでつなぐ 誰もが暮らしやすい持続可能な交通体系の実現  

基本方針１ 
各種計画等と整合を図りながら移動需要に応じた地域公共交通ネットワークの適

正配置 

 地域公共交通以外の分野との連携が必要な課題に対応します。 

 まちづくり等と地域公共交通が連携しながら、各地域と都市機能施設や観光地を地域公共交通ネットワーク

で結んだコンパクト・プラス・ネットワークの実現が図られるよう取り組みます。 
 

基本方針２ 新たな移動手段と既存の移動手段の組み合わせによるネットワークの形成  

 地域公共交通分野の固有な課題に対応します。 

 経営資源（ヒト・カネ・モノ）が限られる中、運用改善や効率化を意識しながら、多様な移動手段を有効活用する

地域公共交通ネットワークの形成に取り組みます。 
 

基本方針３ 地域公共交通の持続化を図るための利用促進  

 利用促進に関する課題に対応します。 

 持続可能な地域公共交通の形成を図るために、地域公共交通の利用を促進させたいターゲットの特性に応じ

た利用促進策に取り組みます。 

 

基本方針 

宮本・能泉地区

買物・通院等送迎事業バス

上九一色・中道地区

コミュニティバス

バス路線（幹線バス網）

バス路線（支線バス網）

鉄道

重点都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

生活機能保全地区

駅周辺利便地区

酒折駅及び
善光寺駅周辺

南甲府駅
周辺

湯村温泉郷
周辺

県立美術館
周辺

山梨大学
周辺

南西中学校
周辺

甲斐住吉駅
周辺国母駅

周辺

甲府駅
周辺

宮本・能泉地区

買物・通院等送迎事業バス

上九一色・中道地区

コミュニティバス

バス路線（幹線バス網）

バス路線（支線バス網）

鉄道

重点都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

生活機能保全地区

駅周辺利便地区

公共交通空白地域解消

に向けた移動手段の確保

酒折駅及び
善光寺駅周辺

南甲府駅
周辺

湯村温泉郷
周辺

県立美術館
周辺

山梨大学
周辺

南西中学校
周辺

甲斐住吉駅
周辺国母駅

周辺

甲府駅
周辺



３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月審議内容区分

 事業実施
 評価・検証
 改善
 事業検討

交通計画

地域内フィーダー系統の
 申請
 事業評価

上九一色・中道地区
コミュニティバス

甲府市地域公共交通
活性化協議会

★事業実施（Do）

★地域内フィーダー系統
申請（通常6/30〆）

★事業評価・検証
（Check）
★改善（Action）
★事業検討
（Plan）

★地域内フィーダー
系統の事業評価
（通常1/31〆）

地域内フィーダー系統
申請関係

 地域内フィーダー系統
事業評価関係
 交通計画の事業評価・
検証・改善・事業検討関係

審議① 審議②

甲府市地域公共交通計画の推進体系 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の評価・検証 

 

 交通計画の事業評価・検証・改善・事業検討等は、「甲府市地域公共交通活性化協議会」が主体となり実施します。 

 毎年４月に事業を実施し始め、毎年１月頃に進捗状況を報告しながら、事業評価・検証・改善・事業検討を実施し、 

次年度の事業実施に反映します。 

 本市が事業主体の上九一色・中道地区コミュニティバスについて、交通計画と併せて事業評価を行い、評価結果を 

次年度の地域内フィーダー系統申請に反映します。 

 

 
 

地域公共交通の課題等 

～地域公共交通以外の分野との 

連携の視点～ 

• 地域公共交通ネットワークの

サービス内容の維持  

• 市街地の外延化と高齢化率の

高まり 

• 観光客の取り込み 

• 運転士不足の顕在化 

• リニア開業後のリニア利用者

の移動のあり方  

～地域公共交通分野の固有の 

視点～ 

• 公共交通空白地域の存在や環

境の変化に柔軟に対応する移

動手段 

～地域公共交通の持続化を 

図るための視点～ 

• 外出頻度・生産年齢人口の減

少や高齢化率の高まりによる

地域公共交通利用者数の減少 
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【基本方針１】 

各種計画等と整合を図りな

がら移動需要に応じた地域

公共交通ネットワークの適

正配置 

【基本方針２】 

新たな移動手段と既存の移

動手段の組み合わせによる

ネットワークの形成 

【基本方針３】 

地域公共交通の持続化を図

るための利用促進 

事業内容 

公共交通空白地域等におけ

る移動手段の確保 

公共交通空白地域等における買い物や通院等、日常生

活のための新たな公共交通導入に向けた取組 

観光時の二次利用化の促進 
甲府市観光バスマップの改訂、公共交通を利用した観

光周遊モデルルートの追加等の実施 

運転士不足の解消の推進 
運転士の確保に向けた職業体験の実施や採用説明会参

加促進 

リニア開業を見据えた移動

手段等のあり方の検討 

リニア中央新幹線開業時の想定利用者の円滑な移動手

段や走行空間のあり方の検討・準備 

 

【再掲】公共交通空白地域等に

おける移動手段の確保 

公共交通空白地域等における買い物や通院等、日常生

活のための新たな公共交通導入に向けた取組 

サイクル・アンド・ライド駐輪

場の設置 

路線バスのサービス水準が低い地域におけるサイクル・

アンド・ライド駐輪場の充実・周知 

待合環境の充実 
路線バスの待合環境改善に向け、民間等施設と連携し

て施設内に待合スペースを確保・周知 

 

地域公共交通に関する学習

機会の確保 

児童・生徒を対象に、公共交通に親しみを持ち、環境に

やさしい交通行動を選択できるように育つことを目的

とした交通環境学習の促進 

地域公共交通利用者へのお

得な特典の提供 

市内の各種施設やバス・タクシー事業者と連携したお

得な特典を提供できる制度づくり 

車両のバリアフリー化の状況

の発信 

市内のバス・タクシー事業者におけるバリアフリー対応

車両の導入状況の発信 

イベント情報と併せた地域公

共交通運行情報の発信 

公共交通を利用してイベント等に訪れることができる

ように配慮した情報発信 

本市役所（庁）内の事業間連

携の推進 

市が実施する事業において地域公共交通の利用を促

進するための仕掛けづくり 

ライフステージに応じた地域

公共交通の情報発信 

転入（引っ越し）や免許証返納、進学等のライフステー

ジの変化に合わせた地域公共交通の情報提供 

地域公共交通の普及活動の

推進 

出前講座やその他の手段を通じた地域公共交通の利

用促進のための情報発信・啓発活動 

 

評価指標 

ストーリー 

 公共交通空白地域を解消して誰もが移動手段にアクセスできる環境を整備し、 

 観光客の路線バスの二次利用化を促進することをはじめ、市民への利用促進に関する事業を行い、 

 一定以上のサービス水準の確保や地域公共交通の利用者数の増加を図りながら、 

 目標とする地域公共交通ネットワークを実現していく。 

～公共交通空白地域の解消～ 

①公共交通空白地域を有している地区自治会連合会の解消 

地区数 

現況値（２０２３年度）：１１地区 

目標値（２０２８年度）：公共交通空白地域の解消 

～鉄道ネットワークの持続性～ 

⑤市内の鉄道駅乗車人員 

JR中央本線 

現況値（２０２２年度）：５，０３７，７３０人/年 

目標値（２０２８年度）：２０２３年度実績値以上 

JR身延線 

現況値（２０２２年度）：５９６，０４５人/年 

目標値（２０２８年度）：２０２３年度実績値以上 

～観光客の路線バス利用状況～ 

②主要観光路線の定期外利用者数（昇仙峡と武田神社） 

現況値（２０２２年度）：３２４，６８６人/年 

目標値（２０２８年度）：２０２３年度実績値以上 

～地域公共交通の利用促進事業の実施～ 

③地域公共交通の利用促進事業の実施数 

現況値（２０２３年度）：－ 

目標値（２０２８年度）：１５件以上/年 

～バスネットワークの持続性～ 

④実車走行キロあたりの輸送人員 

現況値（２０２２年度）：１．１１人/キロメートル 

目標値（２０２８年度）：２０２３年度実績値以上 
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